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Ⅰ 総括 

１ 沿革 

昭和 19 年 10 月 国民体力法による設立許可。旧五井町に五井保健所として発足。

市原郡５町１６村を管轄。 

昭和 21 年 09 月 現在地に診療室を設けた庁舎を新築。 

昭和 25 年 クリニック専用棟と細菌室・犬抑留所を増設。 

昭和 35 年 結核対策優良保健所として結核予防会総裁賞を受賞。 

昭和 38 年 市原郡北部５町（市原町、五井町、市津町、姉崎町、三和町）の

合併により市原市が誕生。 

昭和 40 年 03 月 新庁舎を建設するとともに、同年 4 月からは保健指導課を新設。 

昭和 42 年 10 月 市原郡の南総町、加茂村が合併され全郡１市となる。 

昭和 49 年 04 月 環境衛生課を新設し、総務課、保健指導課、予防課、食品衛生課

の５課制となる。 

昭和 57 年 03 月 庁舎事務室を増築 

昭和 60 年 05 月 （財）日本公衆衛生協会より第 18 回衛生教育奨励賞受賞。 

平成 09 年 04 月 地域保健法の施行により、総務課、企画調整班、地域指導班、疾

病対策班、検査班、食品衛生班、環境衛生班の１課６班体制にな

る。 

平成 12 年 04 月 組織改正により、総務課、地域指導課、疾病対策課、検査課、生

活衛生課、企画調整班の５課１班体制になる。 

平成 16 年 04 月 組織改正により、保健所に旧千葉支庁社会福祉課の業務が一部移

管され、千葉県市原健康福祉センター（市原保健所）と改称し、

総務企画課、地域保健福祉課、健康生活支援課の３課体制となる。

なお、従来からの保健所行政については、保健所の名称を使用す

る必要から、機関名称が併用になる。 

平成 17 年 04 月 組織改正により、検査業務が健康生活支援課から総務企画課の所

管となる。 

平成 20 年 04 月 組織改正により検査業務は君津健康福祉センターが所管するこ

ととなる。 

平成 27 年 09 月 庁舎耐震改良工事を行うため、仮庁舎に移転し、業務を開始。 

平成 29 年 03 月 庁舎耐震改良工事を完了し、元の庁舎に移転し、業務を開始。 
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表１ 歴代所長 

代 氏 名 在 任 期 間         代 氏 名 在 任 期 間         

初代 高 田 美 正 昭和 19.9.30 ～19.12.22 ２０代 山 崎 彰 美 平成 7.9.1 ～10.3.31 

２代 戸 谷 弥 昭和 19.12.23 ～21.2.28 ２１代 山 口 淳 一 平成 10.4.1 ～10.6.30 

３代 村 田 四 郎 昭和 21.3.1 ～21.7.14 ２２代 服 部 治 男 平成 10.7.1 ～10.8.31 

４代 田中正一郎 昭和 21.7.15 ～22.6.20 ２３代 中 嶋 徹 平成 10.9.1 ～13.3.31 

５代 川 本 勉 昭和 22.6.21 ～29.4.22 ２４代 佐 久 間 文 明 平成 13.4.1 ～15.3.31 

６代 山 田 義 男 昭和 29.4.23 ～33.4.30 ２５代 井 上 孝 夫 平成 15.4.1 ～15.7.15 

７代 和 田 元 震 昭和 33.5.1 ～35.3.31 ２６代 渡 邉 義 郎 平成 15.7.16 ～16.3.31 

８代 沖山鐐三郎 昭和 35.4.1 ～43.3.31 ２７代 児 玉 賀 洋 子 平成 16.4.1 ～18.3.31 

９代 鷺 谷 健 次 昭和 43.4.1 ～47.3.31 ２８代 伊 藤 清 臣 平成 18.4.1 ～18.10.31 

１０代 楠 本 浩 昭和 47.4.1 ～50.5.16 ２９代 藤 木 哲 郎 平成 18.11.1 ～19.7.23 

１１代 佐 藤 美 恵 昭和 50.5.17 ～52.3.31 ３０代 一 戸 貞 人 平成 19.7.24 ～22.3.31 

１２代 内 田 早 苗 昭和 52.4.1 ～54.4.19 ３１代 児 玉 賀 洋 子 平成 22.4.1 ～26.3.31 

１３代 鷺 谷 健 次 昭和 54.4.20 ～55.3.31 ３２代 杉 戸 一 寿 平成 26.4.1 ～28.3.31 

１４代 村 上 泰 邦 昭和 55.4.1 ～60.4.10 ３３代 佐 久 間 文 明 平成 28.4.1 ～28.8.31 

１５代 服 部 隆 男 昭和 60.4.11 ～62.3.31 ３４代 藤 川 眞 理 子 平成 28.9.1 ～31.3.31 

１６代 松 本 秀 夫 昭和 62.4.1 ～平成 2.3.9 ３５代 影 山 育 子 平成 31.4.1 ～令和 4.3.31 

１７代 今 野 邦 雄 平成 2.3.10 ～5.3.31 ３６代 杉 戸 一 寿 令和 4.4.1 ～4.5.15 

１８代 碧 井   猛 平成 5.4. 1 ～7.3.31 ３７代 佐 久 間 文 明 令和 4.5.16 ～ 

１９代 服 部 治 男 平成 7.4.1 ～7.8.31    

 

２ 概要 

 

管内は市原市 1 市で県のほぼ中央に位置しており、南北に細長く東西約 23 キロメート

ル、南北約 35 キロメートル、面積 368 平方キロメートルで、県内の市町村では最も大き

く、県総面積の約 7 パーセントを占めている。 

南東部はおおむね丘陵地帯に属し、北西部一帯は平坦な田園地帯で海岸に続いている。

管内の中央部を養老川が貫流している。 

海岸埋立地は全国有数の臨海工業地帯を形成しており、電力・造船等の基幹産業をは

じめ、石油・化学・非鉄金属・重電機等の産業が進出している。 

市の南部は農林業及び畜産業を主とする地域であり、養老渓谷や髙滝ダム等アウトド

アレジャーのスポットとしても人気を集めている。 

また管内にはゴルフ場が 33 施設あり、市面積の 10 パーセントを占めている。 
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３ 管内の状況 

（１）管内の人口及び世帯数等の概況 

表３－（１）管内人口及び世帯数等の概況 

区 分 
世 帯 数 

（世帯） 

人 口 

（人） 

人 口 密 度 

（人／k ㎡） 

面 積 

（k ㎡） 

管 内 119,485 265,889 722.2 368.16 

県 総 数 2,833,850 6,275,278 1,216.9 5,156.74 

出典：（人口）令和 4 年 10 月 1 日現在 千葉県毎月常住人口調査 

（面積）国土地理院 令和 4 年全国都道府県市区町村別面積調（10 月 1 日時点） 

 

図３－（１）管内図 
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（２）管内人口の年齢構成 

管内人口の年齢構成は表３－（２）－アのとおりで令和 4 年 4 月 1 日現在の年齢 3 区分によ

ると 0 歳～14 歳の年少人口の割合は 11.0 パーセント、15 歳～64 歳までの生産年齢人口は 58.8

パーセント、65 歳以上の老年人口は 30.2 パーセントで、老年人口は年々増加し、年少人口及び生

産年齢人口は減少している。 

 

表３－（２）－ア 年齢構成の推移  （単位：人） 

 

年 総人口 

年少人口 生産年齢人口 老年人口 不 詳 

0 歳 

～14 歳 
％ 

15 歳 

～64 歳 
％ 65 歳～ ％  ％ 

管

内 

H19 285,128 38,921 (13.7) 195,965 (68.7) 50,242 (17.6) ― ― 

H24 283,376 36,038 (12.7) 185,858 (65.6) 61,480 (21.7) ― ― 

H29 278,587 33,444 (12.0) 169,821 (61.0) 75,322 (27.0) ― ― 

R2 274,780 31,420 (11.4) 163,235 (59.4) 80,125 (29.2) ― ― 

R3 273,427 30,749 (11.2) 161,525 (59.1) 81,153 (29.7) ― ― 

R4 271,159 29,795 (11.0) 159,411 (58.8) 81,953 (30.2) ― ― 

県

総

数 

H19 6,160,519 830,939 (13.5) 4,201,114 (68.2) 1,128,466 (18.3) ― ― 

H24 6,258,078 821,274 (13.1) 4,081,296 (65.2) 1,355,508 (21.7) ― ― 

H29 6,285,160 782,039 (12.4) 3,871,704 (61.6) 1,631,417 (26.0) ― ― 

R2 6,321,366 756,721 (12.0) 3,855,773 (61.0) 1,708,872 (27.0) ― ― 

R3 6,319,128 747,204 (11.8) 3,846,179 (60.9) 1,725,745 (27.3) ― ― 

R4 6,305,476 736,282 (11.7) 3,834,066 (60.8) 1,735,128 (27.5) ― ― 

出典：千葉県年齢別・町丁字別人口（各年 4 月 1 日現在） 

 

図３－（２）管内年齢 5 歳階級別人口構成図（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：千葉県年齢別・町丁字別人口（令和 4 年 4 月 1 日現在） 
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表３－（２）－イ 管内及び市町村・性・年齢階級別人口  （単位：人） 

 

年齢 

区分 
総数 

年少人口 生産年齢人口 

0 

～ 

5 

～ 

10 

～ 

15 

～ 

20 

～ 

25 

～ 

30 

～ 

35 

～ 

40 

～ 

45 

～ 

管内 

総数 
271,159 8,352 10,213 11,230 12,195 13,212 13,464 13,757 15,344 16,840 21,038 

男 139,573 4,315 5,211 5,766 6,451 7,138 7,648 7,798 8,193 9,083 11,383 

女 131,586 4,037 5,002 5,464 5,744 6,074 5,816 5,959 7,151 7,757 9,655 

千葉県 

総数 
6,305,476 217,920 250,875 267,487 278,052 326,121 335,058 341,306 381,289 420,127 504,022 

男 3,140,226 111,485 128,806 137,506 142,609 168,241 173,623 177,912 198,086 218,028 261,714 

女 3,165,250 106,435 122,069 129,981 135,443 157,880 161,435 163,394 183,203 202,099 242,308 

 

出典：千葉県年齢別・町丁字別人口（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

 

年齢 

区分 

生産年齢人口 老年人口 

50 

～ 

55 

～ 

60 

～ 

65 

～ 

70 

～ 

75 

～ 

80 

～ 

85 

～ 

90 

～ 

95 

～ 

100 

～ 

管内 

総数 
20,565 16,817 16,179 19,031 22,422 16,742 12,540 7,170 3,038 896 114 

男 10,981 8,798 8,195 9,888 11,141 7,983 5,732 2,813 855 191 10 

女 9,584 8,019 7,984 9,143 11,281 8,759 6,808 4,357 2,183 705 104 

千葉県 

総数 
500,927 398,078 349,086 365,478 468,857 354,204 278,901 170,047 73,622 20,869 3,150 

男 260,269 205,638 177,172 179,516 222,773 161,351 122,900 66,171 21,846 4,223 357 

女 240,658 192,440 171,914 185,962 246,084 192,853 156,001 103,876 51,776 16,646 2,793 
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４ 健康相談 

 

表４ 健康福祉相談及び検査の日 

（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

区     分 曜  日 時    間 備 考 

精神保健福祉相談 
第 2 木曜日 

第 4 水曜日 
14:00～16:00 予約制 

配偶者暴力（ＤＶ）相談 
電話 月～金曜日 

面接 木曜日 

9:00～17:00 

9:00～17:00 

専用電話 

0436(21)3511 

面接 予約制 

「障害のある人もない人も

共に暮らしやすい千葉県 

づくり条例」に係る相談 

月～金曜日 9:00～17:00 
専用電話 

0436(24)2387 

ＨＩＶ相談・検査 

新型コロナウイルス感染症対応のため 

休止 

無料・匿名・予約制 

性感染症検査 

梅毒・クラミジア・ 

淋菌 

無料・匿名・予約制 

肝炎ウイルス検査 

（Ｂ型・Ｃ型） 
無料・匿名・予約制 

腸内細菌検査 （月２回）水曜日 9:00～10:30 有料 

結核管理・接触者健康診断  個別通知 

飼い犬・ねこ引き取り 事前に御連絡いただき、やむを得ない事

情と判断されれば日時指定します。 
有料 
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５ 各種委員会 

（１）市原健康福祉センター運営協議会 

地域保健法第 11 条及び千葉県行政組織条例第 28 条第 1 項の規定により設置している。 

地域保健法第 11 条： 

第 5 条第 1 項に規定する地方公共団体は、保健所の所管区域内の地域保健及び保健

所の運営に関する事項を審議させるため、当該地方公共団体の条例で定めるところに

より、保健所に、運営協議会を置くことができる。 

千葉県行政組織条例第 28 条第 1 項： 

県に別表第二上欄に掲げる附属機関を置き、当該附属機関において担任する事務は、

同表下欄に掲げるとおりとする。 

別表第二 

附属機関名 担任する事務 

健康福祉センター運営協議会 

健康福祉センターの所管区域内の地域保健及び地域福

祉並びに健康福祉センターの運営に関する事項を審議

すること。 

表５－（１）運営協議会委員名簿（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

（順不同・敬称略） 

現 職 名 氏 名 

市原市長 小出 譲治 

千葉県議会議員 鈴木 昌俊 

千葉県議会議員 伊豆倉 雄太 

千葉県議会議員 鈴木 和宏 

千葉県議会議員 菊岡 多鶴子 

市原市教育長 林 充 

市原市消防局長 佐藤 伸一 

市原市医師会長 中村 文隆 

市原市歯科医師会長 宮吉 誠 

市原市薬剤師会理事長 小西 弘晃 

独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院長 岡本 美孝 

千葉県看護協会市原地区部会長 入江 昭子 

市原市社会福祉協議会長 船山 慶子 

市原市民生委員児童委員協議会長 入島 久雄 

千葉県獣医師会市原支部会長 永冨 貴哉 

市原市栄養士会長 藤岡 順子 

市原市食生活改善協議会長 東條 慶子 

市原市食品衛生協会長 水野 義之 
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（２）市原保健所感染症診査協議会 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 24 条の規定により設

置している。 

法律第 24 条： 

各保健所に感染症の診査に関する協議会を置く。 

（診査する内容） 

法律第 18 条第 1 項による通知、第 20 条第 1 項及び第 26 条の規定による一類感

染症及び二類感染症の患者に対する 10 日以内の入院勧告、第 20 条第 4 項及び第

26 条の規定による前述の患者に対する延長入院の必要の是非、並びに第 37 条の 2

第 1 項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を診査する。 

 

表５－（２）感染症診査協議会委員名簿（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

（順不同・敬称略） 

現 職 名 氏 名 

千葉大学真菌医学研究センター 准教授 渡邉 哲 

帝京大学ちば総合医療センター 講師 根井 雄一郎 

医療法人 鎗田病院 内科医長 横須賀 恭子 

千葉司法書士会 司法書士 露崎 とも子 

千葉人権擁護委員協議会 市原支部    鎗田 誠 
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６ 機構及び事務内容 

図６　機構並びに事務内容

  1　庶務、人事、文書収受及び財産に関すること。
  2　予算、決算、経理及び物品の出納に関すること。

   3　給与、旅費、共済組合及び職員の福利厚生に関すること。
  4　医務関係の許認可及び諸届に関すること。
  5　医薬品医療機器等法、毒物及び劇物取締法、薬剤師法及び
　　 覚醒剤取締法等に関すること。
  6　献血事業に関すること。
  7　保健、医療、福祉の総合相談窓口に関すること。
　8　衛生統計及び人口動態調査に関すること。
  9  広報・啓発活動の総合調整に関すること。
 10　健康福祉センター運営協議会に関すること。
 11　地域防災対策に関すること。

  1　保健師に関すること。
  2　母子保健に関すること。
  3　難病対策に関すること。
  4　母体保護法に関すること。

センター長  （技）   5  高齢者保健及び成人保健に関すること。
  6　介護保健施設の指導等に関すること。

副センター長（事）   7　健康増進法及び調理師法に関すること。
  8　歯科保健に関すること。

副センター長（技）   9　精神保健福祉に関すること。
 10　民生委員及び児童委員に関すること。
 11　高齢者、母子、父子、寡婦及び児童福祉に関すること。
 12　戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。
 13　地域配偶者暴力相談支援センターの業務に関すること。
 14  障害者相談支援事業の業務に関すること

  1　健康危機管理に関すること。
  2　結核に関すること。
  3　感染症予防及び予防接種等に関すること。
  4　エイズ予防に関すること。
  5　原子爆弾被爆者の援護等に関すること。
  6　食品衛生法及び製菓衛生師法の施行に関すること。
  7　ふぐの取扱い等に関する条例の施行に関すること。
  8　狂犬病予防法及び千葉県動物の愛護及び管理に関する条例
　　 の施行に関すること。
  9　動物の愛護及び管理に関する法律の施行に関すること。
 10　興行場法、旅館業法、公衆浴場法、理容師法、美容師法、
　　 クリニーング業法、生活衛生関係営業の運営の適正化
     及び振興に関する法律の施行に関すること。
 11  建築物における衛生的環境の確保に関する法律、遊泳用プー  　　
　　 ルに関する指導要綱の施行に関すること。
 12  温泉法の施行に関すること。
 13　化製場等に関する法律の施行に関すること。
 14  住居衛生の相談に関すること。
 15　屎尿浄化槽の意見に関すること。
 16　石綿による健康被害の救済に関する法律の施行に関すること。

※ ( )：兼務職員数を再掲

                                                             （令和4年5月1日現在）

総務企画課
7名

地域保健福祉課
15名(2)

健康生活支援課
26名（9）
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７ 職員数及び配置状況 

表７ 職員配置 

（令和 4 年 5 月 1 日現在） 

所

長

次

長

(

セ
ン
タ
ー
長

)

（
副
セ
ン
タ
ー
長
）

(
課

長

)

(

課

長

)

合計 1 2 7 【1】 15(2) 【1】 26(9) 51(12)

医師 1 - - 1

事務 - 1 4 6(2) 2 13(2)

薬剤師 - - 1 6(3) 7(3)

獣医師 - 1 - 【1】 5(1) 6(1)

保健師 - - - 4 4 8

診療放射線技師 - - - 1 1

臨床検査技師 - - - 5(5) 5(5)

管理栄養士 - - - 【1】 3 3

精神保健福祉士 - - - 2 2

その他の技術職員 - - 2 3 5

食品衛生監視員(再掲） 1 1 - 【1】 10(3) 12(3)

環境衛生監視員(再掲） 1 1 - 【1】 7 9

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(注)技術職員の内訳については、主たる職種とする。また、兼務職員の内訳は（）に、課長の職種は、【】　内に再計と
した。

総

務

企

画

課

地

域

保

健

福

祉

課

健

康

生

活

支

援

課

計

 


